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神戸ファッション美術館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。  

  令和４年 12月１日  

神戸市長  久   元   喜   造     

神戸市規則第 40号  

   神戸ファッション美術館条例施行規則の一部を改正する規則  

神戸ファッション美術館条例施行規則（平成９年４月規則第 10号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は  

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ  

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（使用料等の後納）  

第５条  条例第 11条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次に掲げるときとする。  

(1)、 (2) ［略］  

(3) 市長がやむを得ないと認めると

き。  

（使用料等の後納）  

第５条  条例第 11条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次に掲げるときとする。  

(1)、 (2) ［略］  

(3) 指定管理者がやむを得ないと認

めるとき。  

（使用料等の減免）  

第６条  条例第 12条に規定する規則で

定める特別の理由があるときは、次

の各号に掲げるときとし、当該各号

に定めるところにより、使用料又は

（使用料等の減免）  

第６条  条例第 12条に規定する規則で

定める特別の理由があるときは、次

の各号に掲げるときとし、当該各号

に定めるところにより、使用料又は

規 則
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入館料（以下「使用料等」という。）

を減額し、又は免除する。ただし、条

例第 10条第２項に規定する特別に展

示を行う場合の減額又は免除は、そ

の都度市長が定める。  

入館料（以下「使用料等」という。）

を減額し、又は免除する。  

(1)～ (6) ［略］    

(7) 前各号に掲げるもののほか、市

長が特に必要があると認めるとき。

 使用料等の免除又は使用料等の

うち市長がその都度定める額の減

額  

（使用料等の返還）  

第７条  条例第 13条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次の各号に掲げるときとし、返

還する使用料等の額は、当該各号に

定める額とする。  

(1)～ (5) ［略］  

(6) 条例第 16条第２項の規定による

処分により施設等を使用すること

ができなくなったとき。 使用料の

うち市長がその都度定める額  

 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市

長が返還すべき正当な理由がある

と認めたとき。 使用料等のうち市

長がその都度定める額  

 

(1)～ (6) ［略］  

(7) 前各号に掲げるもののほか、指

定管理者が特に必要があると認め

るとき。  使用料等の免除又は使

用料等のうち指定管理者がその都

度定める額の減額  

（使用料等の返還）  

第７条  条例第 13条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次の各号に掲げるときとし、返

還する使用料等の額は、当該各号に

定める額とする。  

(1)～ (5) ［略］  

(6) 条例第 16条第２項の規定による

処分により施設等を使用すること

ができなくなったとき。 使用料の

うち指定管理者がその都度定める

額  

(7) 前各号に掲げるもののほか、指

定管理者が返還すべき正当な理由

があると認めたとき。 使用料等の

うち指定管理者がその都度定める

額  
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附  則  

１  ［略］  

（指定管理者不在等期間における美

術館の管理に関する業務）  

２  市長が指定管理者の指定を取り消

し、指定管理者が解散し、その他指定

管理者がいなくなった場合又は市長

が指定管理者の業務の停止を命じた

場合は、その時からその直後に指定

管理者を指定し、又は当該停止の期

間が終了する時までの間（以下「指定

管理者不在等期間」という。）におけ

る第４条、第６条第１号、第７条第２

号から第５号まで、第８条第６号、第

９条第１項及び第２項並びに第 10条

第１項第３号、第２項及び第３項の

規定の適用については、第４条中「条

例第 22条第１項に規定する指定管理

者（以下単に「指定管理者」という。）」

とあるのは「市長」と、第６条第１号

中「指定管理者」とあるのは「市」と、

第７条第２号から第５号まで、第８

条第６号、第９条第１項及び第２項

並びに第 10条第１項第３号、第２項

及び第３項中「指定管理者」とあるの

は「市長」とする。  

 

 

附  則  

１  ［略］  

（指定管理者不在等期間における美

術館の管理に関する業務）  

２  市長が指定管理者の指定を取り消

し、指定管理者が解散し、その他指定

管理者がいなくなった場合又は市長

が指定管理者の業務の停止を命じた

場合は、その時からその直後に指定

管理者を指定し、又は当該停止の期

間が終了する時までの間（以下「指定

管理者不在等期間」という。）におけ

る第４条、第５条第３号、第６条第１

号及び７号、第７条第２号から第７

号まで、第８条第６号、第９条第１項

及び第２項並びに第 10条第１項第３

号、第２項及び第３項の規定の適用

については、第４条中「条例第 22条第

１項に規定する指定管理者（以下単

に「指定管理者」という。）」とあるの

は「市長」と、第５条第３号中「指定

管理者」とあるのは「市長」と、第６

条第１号中「指定管理者」とあるのは

「市」と、同条第７号、第７条第２号

から第７号まで、第８条第６号、第９

条第１項及び第２項並びに第 10条第

１項第３号、第２項及び第３項中「指

定管理者」とあるのは「市長」とする。 
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３  ［略］  ３  ［略］  

附  則  

この規則は、令和４年 12月１日から施行する。  

 



令和 4年 12月 13日 第3788号神 戸 市 公 報2593

神戸市告示第516号

　地方自治法 （昭和22年法律第67号） 第243条の３第１項，地方公営企業法 （昭和27年法律第

292号）第40条の２第１項及び神戸市「財政事情」の公表に関する条例（昭和39年３月条例第

73号）の定めるところにより，令和４年４月１日から令和４年９月30日までの期間における財

政事情を「財政のあらまし」により公表する。

　　令和４年12月１日

神戸市長　久　元　喜　造

神戸市告示第517号

　神戸市公印規則 （昭和52年３月規則第111号） 第８条第１項の規定により印影等を印刷する

ことができる文書の名称、使用公印の名称、様式及び書体並びに印影等の寸法を、同条第２項

の規定により、次のとおり告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

文 書 名
使 用 公 印 印影等の寸法

（ミリメートル）名　称 様　式 書　体

放課後児童支援員認定資格研修修了証

市長の印 ２ れい書 方30放課後児童支援員認定資格研修修了証（携帯

用）

神戸市告示518号

　地方自治法 （昭和22年法律第67号） 第244条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造

１　公の施設

　　神戸市中央区港島中町６丁目９番地の２

　　ポートアイランド市民広場

２　指定管理者

　　神戸市中央区港島中町６丁目10番地の１

　　株式会社神戸ポートピアホテル

告 示
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　　　　代表取締役　中内　仁

３　指定期間

　　令和５年４月１日から令和10年３月31日まで

神戸市告示第519号

　次の医療機関について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第49条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の指定をしたので、生活保護法第55条の３の規定に

より告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

名 称 所 在 地 指定年月日

岡田歯科医院 神戸市長田区西尻池町２丁目３番６号 令和４年９月１日

コスモ調剤薬局 神戸市垂水区東舞子町14番７号 令和４年11月１日

セントケア訪問看護ステーショ

ン垂水
神戸市垂水区日向２丁目１番１号 令和４年10月１日

神戸市告示第520号

　次の指定医療機関について，生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第50条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

名 称 所 在 地 変更年月日

（新）アイン薬局神戸永手町店

（旧）メディオ薬局永手町店

神戸市灘区永手町３丁目２番17号 令和４年11月１日

神戸市告示第521号

　次の指定医療機関について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第50条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
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に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、当該指定医療機関の事業を

休止したとして届出があったので、生活保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

名 称 所 在 地 廃止年月日

医療法人社団島田クリニック 神戸市中央区琴ノ緒町５丁目３番５号 令和４年11月１日

神戸市告示第522号

　次の指定医療機関について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第50条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので、生活保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

名 称 所 在 地 廃止年月日

ちもり医院 神戸市北区鈴蘭台西町４丁目９番43号 令和４年９月28日

岡田歯科医院 神戸市長田区西尻池町２丁目３番６号 令和４年８月31日

れいわ薬局　本山店 神戸市東灘区本山中町３丁目１番４号 令和４年10月17日

神戸市告示第523号

　次の介護機関について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第54条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の指定をしたので、生活保護法第55条の３の規

定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

当該指定にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

指定年月日 サービス種類

ヘルパーステ

ーション・す

うふぅ

神戸市中央区

日暮通２丁目

３番３号

有限会社コン

フォート

神戸市中央区日

暮通２丁目３番

３号

令和４年

10月１日

訪問介護　介

護予防訪問介

護
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神戸市告示第524号

　次の指定介護機関について，生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第54条の２第４項におい

て準用する同法第50条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

当該変更にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

変更年月日 サービス種類

（新）アイン

薬局神戸永手

町店

�

（旧）メディ

オ薬局永手町

店

神戸市灘区永

手町３丁目２

番17号

株式会社アイ

ンファーマシ

ーズ

北海道札幌市白

石区東札幌五条

２丁目４番30号

令和４年

11月１日

居宅療養管理

指導

介護予防居宅

療養管理指導

ろっこう医療

生協・医療福

祉相談室

（新） 神戸市

灘区水道筋６

丁目４番13号

�

（旧） 神戸市

灘区水道筋６

丁目７番３号

ろっこう医療

生活協同組合

神戸市灘区水道

筋５丁目１番15

号

令和４年

10月１日
居宅介護支援

すずらんヘル

パーステーシ

ョン

（新） 神戸市

兵庫区下沢通

７丁目２番26

号

�

（旧） 神戸市

北区鈴蘭台北

町４丁目１番

16号

株式会社ふく

ろう

神戸市北区鈴蘭

台北町４丁目１

番16号

令和４年

９月１日

訪問介護

介護予防訪問

介護

介護予防訪問

サービス

生活支援訪問

サービス
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神戸市告示第525号

　次の指定介護機関について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第54条の２第４項におい

て準用する同法第50条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条４項の規

定より、当該指定介護機関の事業を休止したとして届出があったので、生活保護法第55条の２

の規定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該休止にか

かる介護事業

所の名称

当該休止にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

休止年月日 サービス種類

医療法人社団

島田クリニッ

ク

神戸市中央区

琴ノ緒町５丁

目３番５号

医療法人社団

島田クリニッ

ク

神戸市中央区琴

ノ緒町５丁目３

番５号

令和４年11

月１日

訪問看護

訪問リハビリ

テーション

居宅療養管理

指導

介護予防訪問

看護

介護予防訪問

リハビリテー

ション

介護予防居宅

療養管理指導

神戸市告示第526号

　次の指定介護機関について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第54条の２第４項におい

て準用する同法第50条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の

規定により、当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第55条

の３の規定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

当該廃止にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

廃止年月日 サービス種類

ヘルパーステ

ーション・

神戸市中央区

下山手通３丁

有限会社コン

フォート

神戸市中央区北

長狭通２丁目６

令和４年９

月30日

訪問介護

介護予防訪問
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すうふぅ 目15番19号 －２ 介護

まさと家デイ

サービス

神戸市長田区

駒ケ林町６丁

目７番６号

合同会社夏風

神戸市長田区駒

ケ林町６丁目７

番６号

令和４年８

月14日

通所介護

介護予防通所

介護

神戸市告示第527号

　次の施術者について，生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第55条において準用する同法第

49条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の指定をしたので，生活

保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日

今津わだち整骨院 阿部　智里 兵庫県西宮市津門呉羽町１番30号 令和４年11月１日

ぴーす整体整骨院 油谷　敬二 神戸市西区井吹台東町１丁目 令和４年７月31日

はりきゅう師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日

田村整骨院 田村　実
神戸市中央区熊内橋通６丁目１番８

号
令和４年11月１日

ハピネス治療院 山口　政明 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日

ハピネス治療院 中垣　舞 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日

ハピネス治療院 中村　明晃 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日

ハピネス治療院 前田　絹江 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日

ハピネス治療院 伊井　響 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日

ハピネス治療院 萬年　美奈子 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日

ハピネスはりきゅ

う治療院
武井　歩 神戸市灘区大土平町２丁目２番10号 令和４年11月１日

あん摩マッサージ師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日

ハピネス治療院 山口　政明 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日

ハピネス治療院 中村　明晃 神戸市垂水区西舞子２丁目１番46号 令和４年11月１日
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神戸市告示第528号

　高齢者の医療の確保に関する法律 （昭和57年法律第80号） 第114条の規定に基づき、神戸市

後期高齢者医療保険料の収納事務を下記の私人に委託する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　収納代行事業者　岐阜県岐阜市日置江１丁目58番地

　　　　　　　　　　株式会社電算システム

　　　　　　　　　　代表取締役副社長執行役員　事業本部長　松　浦　陽　司

２　取扱い可能なコンビニエンスストア

コンビニエンスストア名 本部名 本部所在地

セブン－イレブン
株式会社セブン－イレ

ブン・ジャパン
東京都千代田区二番町８番地８

ローソン

ローソンストア100

ナチュラルローソン

ローソン・スリーエフ

ローソン・ポプラ

株式会社ローソン 東京都品川区大崎１丁目11番２号

ファミリーマート
株式会社ファミリー

マート
東京都港区芝浦３丁目１番21号

デイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストア

ニューヤマザキデイリー

ストア

ヤマザキスペシャルパー

トナーショップ

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３丁目10番１号

ミニストップ ミニストップ株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地

１

ポプラ

生活彩家

くらしハウス

スリーエイト

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地

665番地の１

セイコーマート

ハマナスクラブ

ハセガワストア

タイエー

株式会社セイコーマー

ト

北海道札幌市中央区南９条西５丁目

421番地

ＭＭＫ設置店 株式会社しんきん情報 東京都港区港南１丁目８番27号
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サービス

３　取扱い可能なスマホアプリ事業者

スマホアプリ名 本部名 本部所在地

ＰａｙＢ ビリングシステム株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番１号

ａｕＰＡＹ ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区飯田橋３丁目10番10号

ｄ払い請求書払い 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田永田町２丁目11番１号

ＬＩＮＥＰａｙ ＬＩＮＥ　Ｐａｙ株式会社 東京都品川区西品川１丁目１番１号

ＰａｙＰａｙ Ｐａｙ　Ｐａｙ株式会社 東京都港区海岸１丁目７番１号

楽天銀行 楽天銀行株式会社 東京都港区港南２丁目16番５号

４　委託開始日

　　令和４年11月１日

神戸市告示第529号

　国民健康保険法 （昭和33年法律第192号） 第80条の２規定に基づき、国民健康保険料の収納

事務を下記の私人に委託する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　収納代行事業者　岐阜県岐阜市日置江１丁目58番地

　　　　　　　　　　株式会社電算システム

　　　　　　　　　　代表取締役副社長執行役員　事業本部長　松　浦　陽　司

２　取扱い可能なコンビニエンスストア

コンビニエンスストア名 本部名 本部所在地

セブン－イレブン
株式会社セブン－イレ

ブン・ジャパン
東京都千代田区二番町８番地８

ローソン

ローソンストア100

ナチュラルローソン

ローソン・スリーエフ

ローソン・ポプラ

株式会社ローソン 東京都品川区大崎１丁目11番２号

ファミリーマート
株式会社ファミリー

マート
東京都港区芝浦３丁目１番21号

デイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストア
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３丁目10番１号
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ニューヤマザキデイリー

ストア

ヤマザキスペシャルパー

トナーショップ

ミニストップ ミニストップ株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地

１

ポプラ

生活彩家

くらしハウス

スリーエイト

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地

665番地の１

セイコーマート

ハマナスクラブ

ハセガワストア

タイエー

株式会社セイコーマー

ト

北海道札幌市中央区南９条西５丁目

421番地

ＭＭＫ設置店
株式会社しんきん情報

サービス
東京都港区港南１丁目８番27号

３　取扱い可能なスマホアプリ事業者

スマホアプリ名 本部名 本部所在地

ＰａｙＢ ビリングシステム株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番１号

ａｕＰＡＹ ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区飯田橋３丁目10番10号

ｄ払い請求書払い 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田永田町２丁目11番１号

ＬＩＮＥＰａｙ ＬＩＮＥ　Ｐａｙ株式会社 東京都品川区西品川１丁目１番１号

ＰａｙＰａｙ Ｐａｙ　Ｐａｙ株式会社 東京都港区海岸１丁目７番１号

楽天銀行 楽天銀行株式会社 東京都港区港南２丁目16番５号

４　委託開始日

　　令和４年11月１日

神戸市告示第530号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第144条の２の規定に基づき、神戸市介護保険料の収納

の事務を次のとおり委託したので告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　収納代行事業者　岐阜県岐阜市日置江１丁目58番地

　　　　　　　　　　株式会社電算システム
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　　　　　　　　　　代表取締役副社長執行役員　事業本部長　松　浦　陽　司

２　取扱い可能なコンビニエンスストア

コンビニエンスストア名 本部名 本部所在地

セブン－イレブン
株式会社セブン－イレ

ブン・ジャパン
東京都千代田区二番町８番地８

ローソン

ローソンストア100

ナチュラルローソン

ローソン・スリーエフ

ローソン・ポプラ

株式会社ローソン 東京都品川区大崎１丁目11番２号

ファミリーマート
株式会社ファミリー

マート
東京都港区芝浦３丁目１番21号

デイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストア

ニューヤマザキデイリー

ストア

ヤマザキスペシャルパー

トナーショップ

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３丁目10番１号

ミニストップ ミニストップ株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地

１

ポプラ

生活彩家

くらしハウス

スリーエイト

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地

665番地の１

セイコーマート

ハマナスクラブ

ハセガワストア

タイエー

株式会社セイコーマー

ト

北海道札幌市中央区南９条西５丁目

421番地

ＭＭＫ設置店
株式会社しんきん情報

サービス
東京都港区港南１丁目８番27号

３　取扱い可能なスマホアプリ事業者

スマホアプリ名 本部名 本部所在地

ＰａｙＢ ビリングシステム株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番１号

ａｕＰＡＹ ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区飯田橋３丁目10番10号

ｄ払い請求書払い 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田永田町２丁目11番１号

ＬＩＮＥＰａｙ ＬＩＮＥ　Ｐａｙ株式会社 東京都品川区西品川１丁目１番１号

ＰａｙＰａｙ Ｐａｙ　Ｐａｙ株式会社 東京都港区海岸１丁目７番１号
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楽天銀行 楽天銀行株式会社 東京都港区港南２丁目16番５号

４　委託開始日

　　令和４年11月１日

神戸市告示第531号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和58年４月条例第３

号）第12条の２の規定により自転車等を撤去し，及び保管したので，同条例第13条第１項の規

定により次のとおり告示する。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造

１　自転車等が置かれ，又は放置されていた場所

　　六甲ライナー「南魚崎」駅駐輪場

２　保管した年月日ならびに，撤去及び保管した自転車等の台数

　　令和４年８月３日

　　自転車　70台，自動二輪車　１台

３　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

４　自転車等の保管及び返還の場所

　　ポートアイランド・旧ヘリポート西保留地

５　返還事務を行う場所及び時間，問い合わせ先

　　港湾局神戸港管理事務所

　　月曜日から金曜日までの午前９時30分から午後５時まで

　　（但し、祝日および12月29日から翌年の１月３日までは除く）

６　返還を受けるために必要な事項

　�　自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名ならびに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示

しなければならない。

７　その他

　�　この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと

きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

神戸市告示第532号　

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更し、
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同条第２項の規定により、令和４年12月14日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和４年12月27日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和４年12月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延　　長

（メートル）

幅　　員

（メートル）

市道 潤和第11号線 神戸市西区伊川谷町潤和字上

古川1150番２地先から　

神戸市西区伊川谷町潤和字上

古川1150番１地先まで

新 � 67.70 最大� 2.90

最小� 2.90

旧 � 67.70 最大� 1.80

最小� 1.80

公 告

神戸市公告第274号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）

第４条に規定する特定調達契約に係る公募型プロポーザル方式（技術提案・交渉方式）により

随意契約の相手方を決定したので，同令第12条及び神戸市契約規則 （昭和39年規則第120号。

以下「規則」という。）第27条の12の規定により，次のとおり公告します。

　　令和４年11月28日

神戸市長　久　元　喜　造

１　特定役務の名称及び数量

　　東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市建設局下水道部経営管理課

　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和４年11月18日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　神鋼環境ソリューション･神鋼環境メンテナンス･アイテック･大栄環境グループ

　　　　代表者　株式会社　神鋼環境ソリューション

　　　　取締役社長　佐藤　幹雄

　　　　神戸市中央区脇浜町１丁目４番78号

５　契約金額

　　工事� 4,576,000,000円（税込み）

　　維持管理�6,261,995,300円（税込み）
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６　随意契約の相手方を決定した手続

　�　規則第10条の規定により決定した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した

者を契約の相手方としました。

７　規則第27条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和３年９月29日

神戸市公告第275号

　空家等対策の推進に関する特別措置法 （平成26年法律第127号） 第２条第２項に規定する特

定空家等であると認められる下記建築物について、その所有者又は管理者 （以下 「所有者等」

という。）が確知できないため、同法第14条第10項後段の規定により、次のとおり公告します。

　　令和４年11月28日

神戸市長　久　元　喜　造

１　対象となる特定空家等の所在地

　　住居表示　神戸市垂水区王居殿３丁目19番17号

　　地　　番　神戸市垂水区王居殿３丁目1131番

２　所有者等が行うべき措置の内容

　　当該特定空家等の解体除却等を行うこと。

　�　また、対象となる特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等を搬出し、適切

に処理すること。

３　措置の期限

　　令和５年１月６日

　�　期限までに措置が履行されない場合、神戸市長又はその命じた者若しくは委任した者（以

下「市長等」という。）が、当該措置を行います。

４　動産等の取扱い

　�　市長等が当該特定空家等の除却を行うときは、建築物の内部又はその敷地内に残置されて

いる動産等を撤去・処分等適切に処理を行います。

　�　動産等について権利を主張しようとする者は、３の措置の期限までに下記の問い合わせ先

に通知してください。

　　問い合わせ先

　　神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課

　　住所　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号　三宮国際ビル５階

　　電話　078-595-6573

　　FAX　078-595-6664

神戸市公告第276号

　東クリーンセンター計量等業務に関して、一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は
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特定役務の調達手続の特例を定める政令 （平成７年政令第372号。以下 「特例政令」 という。）

第４条に規定する特定調達契約 （以下 「特定調達契約」 という。）を締結するので、特例政令

第６条並びに神戸市契約規則（昭和39年３月規則第120号。以下「規則」という。）第27条の５

第１項において読み替える規則第４条及び規則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公

告します。

　　令和４年11月29日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　委託業務の名称

　　　東クリーンセンター計量等業務

　　履行場所

　　　神戸市東灘区魚崎浜町１番７号

　　　神戸市環境局東クリーンセンター内　指定場所

　　履行期間

　　　自：令和５年４月１日

　　　至：令和６年３月31日

２　入札方式

　　紙による入札とします。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないものであること。

　　令和４・５年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　�　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

の間に、神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月15日市長決定）に基づく指名停止を受け

ていないこと。

　�　経営状態が窮境にある者 （会社更生法 （平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者、民事再生法 （平成11年法律第225号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　　その他不正な行為がないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　�　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法等につい

ては、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和４年12月14日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　�　神戸市のWeb ページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a30783/kurashi/recycle/gomi/shiset-

su/facility/gomishorishisetsu/higashikoubo.html）からダウンロードしてください。
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　　交付方法（神戸市のWebページを閲覧することができない者への交付）

　　　神戸市のWebページを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　�　公告の日から令和４年12月14日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

月条例第28号） 第２条第１項各号に掲げる本市の休日 （以下 「本市の休日」 という。）

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格審査の申請書の受付期間及び受付場所

　　受付期間

　　　公告の日から令和４年12月14日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　受付場所

　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

８　入札書の提出期間、提出場所等

　　提出期間

　　　令和５年１月23日（月）午前９時から午前10時まで

　　提出場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（郵便番号651-0086）

　　提出書類

　　　①　入札書

　　　②　入札額内訳明細書

　　提出方法

　　　持参すること。

　　一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

９　開札の日時及び場所

　　日時

　　　令和５年１月23日（月）午前10時15分

　　場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（郵便番号651-0086）

　�　入札書の提出者は開札に立ち会ってください。場合により、再入札を行うことがありま

す。

10　入札保証金
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　　神戸市契約規則第７条第２項の規定により免除します。

11　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　開札を欠席したとき。

　　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　　入札書に記名及び押印がないとき。

　　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　　代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。

　　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札をしたとき。

　　入札に参加する資格のない者が入札したとき。

　　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　　鉛筆、シャ－プペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　�　この入札に参加する複数の者 （組合 （共同企業体を含む。）にあってはその構成員）の

関係が、以下の基準のいずれかに該当する場合には、該当する者のした入札は全て無効と

します。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る一者の入

札は無効とはなりません。

　　ア　資本関係

　　　�　次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及び会社

法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。） 又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第

２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　①�　親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　　　②　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　�　ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定す

る再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　①�　一方の会社の代表権を有する者 （個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の

会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

　　　②�　一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事

再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　①　その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

　　　②�　中小企業等協同組合法 （昭和24年法律第181号） 第３条に規定する中小企業等協同

組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。

　　その他不正な行為があった場合。
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12　落札者の決定の方法

　�　落札者の決定は、委託料の予定価格（消費税抜き）以下で、最低価格の入札書（消費税

抜き）を提出した者を落札者とします。

　�　最低価格の入札書を提出した者が２者以上あった場合は、くじにより落札予定者を決定

します。

　�　開札の結果、すべてが予定価格を超える入札書であるなどのため、落札者がないときは、

直ちに出席している入札書の提出者に再入札をしていただくことがあります。

　�　再入札をするに当たって、１回目の入札での最低価格の入札金額のみを発表します。こ

のため、再入札書の金額は、この発表を聞いた上で当該金額未満の金額を記入してくださ

い。

　�　再入札となった場合、入札に参加する者に必要な資格の審査の申請に届け出た使用印鑑

（１回目の入札に使用した印鑑）が必要となりますが、持参できないときは、委任状を提

出することで、代理人の印を使用して入札を行うことができます。

　�　再入札により落札者が決定しない場合には、入札を打ち切ります。この場合、交渉して

落札者とすることがあります。

　�　落札者の提出した入札書が無効である場合は、２番札 （予定価格内に限る。）の者を落

札者とします。

　　�　なお、２番札の者の入札書が無効である場合は、順次繰り上げて（予定価格内に限る。）

決定します。

　�　入札結果は、すべての入札書について、提出者名、入札金額を本市ホームページ等で公

表します。

　　�　なお、審査において必要がある場合、入札書の提出者に対してヒアリングをすることが

あります。

13　手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　�　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

ができます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　�　第３項に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、行財政局契約監理

課にて、第３項に掲げる入札参加資格の審査を受けることができます。

　　�　ただし、令和４年12月14日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

　�　第３項に掲げる入札参加資格の申請書は、行財政局契約監理課にて本市の休日を除く

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）無料で交付します。

16　その他

　　この契約は総価契約とします。　

　�　本計量等業務委託に係る令和５年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、この入札

に基づく契約は締結しないことがあります。

　�　この契約は「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年５月26日
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市長決定）」 に規定する委託契約等に該当することから、契約者が暴力団関係事業者と判

明した場合は、契約後も同要綱に基づいて除外措置を取るとともに、事業者名を公表する

場合があります。

17　Summary

　�　Contract Contents: Operation of Vehicle Scale Terminals for the Kobe City Higashi 

Clean Center (Location: 1-7 Uozakihama-cho, Higashinada-ku, Kobe, Japan)

　�　Deadline for submitting application form and other required documents by those in-

tending to make bids: 5:00 P.M. December 14, 2022

　　Deadline for submitting bids: 10:00 A.M. January 23, 2023

　�　Applicants can obtain bid application forms at the Facilities Administration Divi-

sion, Environment Bureau, Kobe City Government,

　　 　Sannomiya Plaza East 2F, 7-1-5 Isogami-dori, Chuo-ku, Kobe, Japan 651-0086.

　　　TEL 078-595-6162

神戸市公告第277号

　港島クリーンセンター計量等業務に関して、一般競争入札により、地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号。以下「特例政令」という。）

第４条に規定する特定調達契約 （以下 「特定調達契約」 という。）を締結するので、特例政令

第６条並びに神戸市契約規則（昭和39年３月規則第120号。以下「規則」という。）第27条の５

第１項において読み替える規則第４条及び規則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公

告します。

　　令和４年11月29日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　委託業務の名称

　　　港島クリーンセンター計量等業務

　　履行場所

　　　神戸市中央区港島９丁目12番１号

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター内　指定場所

　　履行期間

　　　自：令和５年４月１日

　　　至：令和６年３月31日

２　入札方式

　　紙による入札とします。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないものであること。

　　令和４・５年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　�　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで
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の間に、神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月15日市長決定）に基づく指名停止を受け

ていないこと。

　�　経営状態が窮境にある者 （会社更生法 （平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者、民事再生法 （平成11年法律第225号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　　その他不正な行為がないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　�　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法等につい

ては、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和４年12月14日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　�　神戸市のWebページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a30783/kurashi/recycle/gomi/shisetsu/

facility/gomishorishisetsu/minatojimakoubo.html）からダウンロードしてください。

　　交付方法（神戸市のWebページを閲覧することができない者への交付）

　　　神戸市のWebページを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　�　公告の日から令和４年12月14日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

月条例第28号） 第２条第１項各号に掲げる本市の休日 （以下 「本市の休日」 という。）

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市環境局施設課　（電話番号078-595-6162）

　　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格審査の申請書の受付期間及び受付場所

　　受付期間

　　　公告の日から令和４年12月14日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　受付場所

　　　神戸市環境局施設課　（電話番号078-595-6162）

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

８　入札書の提出期間、提出場所等

　　提出期間

　　　令和５年１月23日（月）午前９時から午前10時まで
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　　提出場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（郵便番号651-0086）

　　提出書類

　　①　入札書

　　②　入札額内訳明細書

　　提出方法

　　　持参すること。

　　一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

９　開札の日時及び場所

　　日時

　　　令和５年１月23日（月）午前10時15分

　　場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（郵便番号651-0086）

　�　入札書の提出者は開札に立ち会ってください。場合により、再入札を行うことがありま

す。

10　入札保証金

　　神戸市契約規則第７条第２項の規定により免除します。

11　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　開札を欠席したとき。

　　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　　入札書に記名及び押印がないとき。

　　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　　代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。

　　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札をしたとき。

　　入札に参加する資格のない者が入札したとき。

　　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　　鉛筆、シャ－プペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　�　この入札に参加する複数の者 （組合 （共同企業体を含む。）にあってはその構成員）の

関係が、以下の基準のいずれかに該当する場合には、該当する者のした入札は全て無効と

します。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る一者の入

札は無効とはなりません。

　　ア　資本関係

　　　�　次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及び会社

法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。） 又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第
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２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　①�　親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　　　②　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　�　ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定す

る再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　①�　一方の会社の代表権を有する者 （個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の

会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

　　　②�　一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事

再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　①　その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

　　　②�　中小企業等協同組合法 （昭和24年法律第181号） 第３条に規定する中小企業等協同

組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。

　　その他不正な行為があった場合。

12　落札者の決定の方法

　�　落札者の決定は、委託料の予定価格（消費税抜き）以下で、最低価格の入札書（消費税

抜き）を提出した者を落札者とします。

　�　最低価格の入札書を提出した者が２者以上あった場合は、くじにより落札予定者を決定

します。

　�　開札の結果、すべてが予定価格を超える入札書であるなどのため、落札者がないときは、

直ちに出席している入札書の提出者に再入札をしていただくことがあります。　　　　

　�　再入札をするに当たって、１回目の入札での最低価格の入札金額のみを発表します。こ

のため、再入札書の金額は、この発表を聞いた上で当該金額未満の金額を記入してくださ

い。

　�　再入札となった場合、入札に参加する者に必要な資格の審査の申請に届け出た使用印鑑

（１回目の入札に使用した印鑑）が必要となりますが、持参できないときは、委任状を提

出することで、代理人の印を使用して入札を行うことができます。

　�　再入札により落札者が決定しない場合には、入札を打ち切ります。この場合、交渉して

落札者とすることがあります。

　�　落札者の提出した入札書が無効である場合は、２番札 （予定価格内に限る。）の者を落

札者とします。

　　�　なお、２番札の者の入札書が無効である場合は、順次繰り上げて（予定価格内に限る。）

決定します。

　�　入札結果は、すべての入札書について、提出者名、入札金額を本市ホームページ等で公

表します。

　　�　なお、審査において必要がある場合、入札書の提出者に対してヒアリングをすることが
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あります。

13　手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　�　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

ができます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　�　第３項に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、行財政局契約監理

課にて、第３項に掲げる入札参加資格の審査を受けることができます。

　　�　ただし、令和４年12月14日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

　�　第３項に掲げる入札参加資格の申請書は、行財政局契約監理課にて本市の休日を除く

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）無料で交付します。

16　その他

　　この契約は総価契約とします。　

　�　本計量等業務委託に係る令和５年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、この入札

に基づく契約は締結しないことがあります。

　�　この契約は「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年５月26日

市長決定）」 に規定する委託契約等に該当することから、契約者が暴力団関係事業者と判

明した場合は、契約後も同要綱に基づいて除外措置を取るとともに、事業者名を公表する

場合があります。

17　Summary

　 　Contract Contents: Operation of Vehicle Scale Terminals for the Kobe City Minatoji-

ma Clean Center (Location: 9-12-1 Minatojima, Chuo-ku, Kobe, Japan)

　 　Deadline for submitting application form and other required documents by those in-

tending to make bids: 5:00 P.M. December 14, 2022

　 　Deadline for submitting bids: 10:00 A.M. January 23, 2023

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Facilities Administration Divi-

sion, Environment Bureau, Kobe City Government,

　　　Sannomiya Plaza East 2F, 7-1-5 Isogami-dori, Chuo-ku, Kobe, Japan 651-0086.

　　　TEL 078-595-6162

神戸市公告第278号

　西クリーンセンター計量等業務に関して、一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令 （平成７年政令第372号。以下 「特例政令」 という。）

第４条に規定する特定調達契約 （以下 「特定調達契約」 という。）を締結するので、特例政令

第６条並びに神戸市契約規則（昭和39年３月規則第120号。以下「規則」という。）第27条の５

第１項において読み替える規則第４条及び規則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公
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告します。

　　令和４年11月29日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　委託業務の名称

　　　西クリーンセンター計量等業務

　　履行場所

　　　神戸市西区伊川谷町井吹字三番鬮74番１号

　　　神戸市環境局西クリーンセンター内　指定場所

　　履行期間

　　　自：令和５年４月１日

　　　至：令和６年３月31日

２　入札方式

　　紙による入札とします。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないものであること。

　　令和４・５年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　�　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

の間に、神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月15日市長決定）に基づく指名停止を受け

ていないこと。

　�　経営状態が窮境にある者 （会社更生法 （平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者、民事再生法 （平成11年法律第225号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　　その他不正な行為がないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　�　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法等につい

ては、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和４年12月14日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　�　神戸市のWeb ページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a30783/kurashi/recycle/gomi/shiset-

su/facility/gomishorishisetsu/nishikoubo.html）からダウンロードしてください。

　　交付方法（神戸市のWebページを閲覧することができない者への交付）

　　　神戸市のWebページを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　�　公告の日から令和４年12月14日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３
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月条例第28号） 第２条第１項各号に掲げる本市の休日 （以下 「本市の休日」 という。）

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格審査の申請書の受付期間及び受付場所

　　受付期間

　　　公告の日から令和４年12月14日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　受付場所

　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

８　入札書の提出期間、提出場所等

　　提出期間

　　　令和５年１月23日（月）午前９時から午前10時まで

　　提出場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（郵便番号651-0086）

　　提出書類

　　①　入札書

　　②　入札額内訳明細書

　　提出方法

　　　持参すること。

　　一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

９　開札の日時及び場所

　　日時

　　　令和５年１月23日（月）午前10時15分

　　場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（郵便番号651-0086）

　�　入札書の提出者は開札に立ち会ってください。場合により、再入札を行うことがありま

す。

10　入札保証金

　　神戸市契約規則第７条第２項の規定により免除します。

11　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　開札を欠席したとき。
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　　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　　入札書に記名及び押印がないとき。

　　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　　代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。

　　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札をしたとき。

　　入札に参加する資格のない者が入札したとき。

　　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　　鉛筆、シャ－プペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　�　この入札に参加する複数の者 （組合 （共同企業体を含む。）にあってはその構成員）の

関係が、以下の基準のいずれかに該当する場合には、該当する者のした入札は全て無効と

します。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る一者の入

札は無効とはなりません。

　　ア　資本関係

　　　�　次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及び会社

法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。） 又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第

２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　①�　親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　　　②　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　�　ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定す

る再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　①�　一方の会社の代表権を有する者 （個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の

会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

　　　②�　一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事

再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　①　その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

　　　②�　中小企業等協同組合法 （昭和24年法律第181号） 第３条に規定する中小企業等協同

組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。

　　その他不正な行為があった場合。

12　落札者の決定の方法

　�　落札者の決定は、委託料の予定価格（消費税抜き）以下で、最低価格の入札書（消費税

抜き）を提出した者を落札者とします。

　�　最低価格の入札書を提出した者が２者以上あった場合は、くじにより落札予定者を決定
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します。

　�　開札の結果、すべてが予定価格を超える入札書であるなどのため、落札者がないときは、

直ちに出席している入札書の提出者に再入札をしていただくことがあります。　　　　

　�　再入札をするに当たって、１回目の入札での最低価格の入札金額のみを発表します。こ

のため、再入札書の金額は、この発表を聞いた上で当該金額未満の金額を記入してくださ

い。　　　

　�　再入札となった場合、入札に参加する者に必要な資格の審査の申請に届け出た使用印鑑

（１回目の入札に使用した印鑑）が必要となりますが、持参できないときは、委任状を提

出することで、代理人の印を使用して入札を行うことができます。

　�　再入札により落札者が決定しない場合には、入札を打ち切ります。この場合、交渉して

落札者とすることがあります。

　�　落札者の提出した入札書が無効である場合は、２番札 （予定価格内に限る。）の者を落

札者とします。

　　�　なお、２番札の者の入札書が無効である場合は、順次繰り上げて（予定価格内に限る。）

決定します。

　�　入札結果は、すべての入札書について、提出者名、入札金額を本市ホームページ等で公

表します。

　　�　なお、審査において必要がある場合、入札書の提出者に対してヒアリングをすることが

あります。

13　手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　�　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

ができます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　�　第３項に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、行財政局契約監理

課にて、第３項に掲げる入札参加資格の審査を受けることができます。

　　�　ただし、令和４年12月14日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

　�　第３項に掲げる入札参加資格の申請書は、行財政局契約監理課にて本市の休日を除く

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）無料で交付します。

16　その他

　　この契約は総価契約とします。　

　�　本計量等業務委託に係る令和５年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、この入札

に基づく契約は締結しないことがあります。

　�　この契約は「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年５月26日

市長決定）」 に規定する委託契約等に該当することから、契約者が暴力団関係事業者と判

明した場合は、契約後も同要綱に基づいて除外措置を取るとともに、事業者名を公表する

場合があります。

17　Summary
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　�　Contract Contents: Operation of Vehicle Scale Terminals for the Kobe City Nishi 

Clean Center (Location: 74-1 Azasanbankuji, Ibuki, Ikawadani-cho, Nishi-ku , Kobe, 

Japan)

　�　Deadline for submitting application form and other required documents by those in-

tending to make bids: 5:00 P.M. December 14, 2022

　　Deadline for submitting bids: 10:00 A.M. January 23, 2023

　�　Applicants can obtain bid application forms at the Facilities Administration Divi-

sion, Environment Bureau, Kobe City Government,

　　 　Sannomiya Plaza East 2F, 7-1-5 Isogami-dori, Chuo-ku, Kobe, Japan 651-0086.

　　　TEL 078-595-6162

神戸市公告第279号

　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第50条の15第１項の規定により、神戸国際港都建設事

業北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業の終了の認可をしたので、都市再開発法（昭和44

年法律第38号）第50条の15第２項において準用する同法第50条の８第１項の規定により次のと

おり公告します。

　　令和４年11月29日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　再開発会社の名称

　　北鈴蘭台駅前再開発株式会社

２　市街地再開発事業の種類及び名称

　　第一種市街地再開発事業

　　神戸国際港都建設事業北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業

３　事業施行期間

　　施行の認可公告の日から令和５年３月末日まで

４　施行地区

　　神戸市北区甲栄台４丁目の一部

５　施行認可の年月日

　　平成31年１月22日

６　市街地再開発事業の終了の認可の年月日

　　令和４年11月28日

神戸市公告第287号

　都市公園の区域を変更するので、神戸市都市公園条例（昭和33年３月条例第54号）第３条の

規定により、次のとおり公告します。

　　令和４年12月13日
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神戸市長　久　元　喜　造　

１　区域を変更する都市公園

　　名称、位置及び区域

名　　称 位　　　置 区　　　　域 備　考

鈴蘭台北町北公園
北区鈴蘭台北町２丁目 神戸市建設局公園部管理課備付けの図

面のとおり
縮　小

　　供用開始の年月日

　　　令和５年１月４日から

神戸市公告第288号

　次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭

和43年法律第100号）第36条第３項の規定により公告します。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市灘区篠原北町３丁目61番１、61番２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市東灘区青木５丁目12番34号

　　株式会社ＨＡＮＡ

　　　　代表取締役　横田　範弘

３　許可番号

　　令和３年11月29日　第8023号

　　（変更許可　令和４年１月12日　第2004号）

　　（変更許可　令和４年６月30日　第2011号）

神戸市公告第289号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）

第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので、同令第12条及び神戸

市契約規則（昭和39年３月規則第120号）第27条の12の規定により、次のとおり公告します。

　　令和４年12月13日

神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　「子育て世帯への食を通じたつながり支援」事業に関する食品等調達・納品業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市こども家庭局こども未来課
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　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和４年10月６日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社神戸新聞社

　　　　代表取締役社長　高梨　柳太郎

　　神戸市中央区東川崎町１丁目５番７号

５　随意契約に係る契約金額

　　79,647,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　�　次項に規定する理由により、第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

いため、同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　�　新型コロナウイルス感染症の影響に加え、物価高騰等が続く中、本年10月にはさらに多く

の品目で値上げが行われ、生活困窮に陥っている子育て世帯を一刻も早く支援する必要があ

り、緊急の必要により競争入札に付することができないため。
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 神戸市水道局契約規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和４年 12月１日  

神戸市水道事業管理者  山   本   泰   生   

神戸市水道管理規程第 18号  

   神戸市水道局契約規程の一部を改正する規程  

 神戸市水道局契約規程（昭和 39年４月水道管理規程第９号）の一部を次のよう

に改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

目次  

第１章～第４章  ［略］  

第５章  補則（第 50条）  

附則  

目次  

第１章～第４章  ［略］  

 

附則  

（契約保証金の納付）  （契約保証金の納付）  

第 20条  [略 ] 第 20条  [略 ] 

２  [略 ] ２  [略 ] 

３  管理者は、前項の保証を契約保証

金に代わる担保として提供させると

きは、当該保証を証する書面を提出

させ、その提出を受けたときは、遅

滞なく、当該保証をした物品売却シ

３  管理者は、前項の保証を契約保証

金に代わる担保として提供させると

きは、当該保証を証する書面を提出

させ、その提出を受けたときは、遅

滞なく、当該保証をした物品売却シ

水 道 局
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ステムを管理する事業者、保証事業

会社又は銀行若しくは確実と認める

金融機関との間に保証契約を締結し

なければならない。ただし、前項第

２号の規定による場合は、契約の相

手方は、当該保証を証する書面の提

出に代えて、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法（以下「電磁的方

法」という。）であって、当該保証

事業会社が定め、管理者が認めた措

置を講ずることができる。この場合

において、契約の相手方は、当該保

証を証する書面を提出したものとみ

なす。  

ステムを管理する事業者、保証事業

会社又は銀行若しくは確実と認める

金融機関との間に保証契約を締結し

なければならない。  

４  [略 ] ４  [略 ] 

（契約保証金の免除）  （契約保証金の免除）  

第 21条  管理者は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金の

納付を免除することができる。  

第 21条  管理者は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金の

納付を免除することができる。  

(1)～ (3) [略 ] (1)～ (3) [略 ] 

(4) 契約の相手方が、保険会社との

間に管理者を被保険者とする履行

保証保険契約を締結し、その証書

を提出したとき。ただし、契約の

相手方は、当該証書の提出に代え

て、電磁的方法であって、当該保

険会社が定め、管理者が認めた措

(4) 契約の相手方が、保険会社との

間に管理者を被保険者とする履行

保証保険契約を締結し、その証書

を提出したとき。  
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置を講ずることができる。この場

合において、契約の相手方は、当

該証書を提出したものとみなす。  

(5)、 (6) [略 ]  (5)、 (6) [略 ] 

第５章  補則   

（公告の方法）   

第 50条  地方自治法施行令（第２編第

５章第６節の規定に限る。）、特例

政令及びこの管理規程の規定による

公示又は公告は、インターネットを

利用する方法により行うことができ

る。  

２  前項の方法により公示又は公告を

したときは、その公示又は公告を市

事務所の掲示場に掲示したものとみ

なす。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この管理規程は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（経過措置）  

２  この管理規程による改正後の神戸市水道局契約規程第 20条第３項及び第 21条

第４号の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が開始される

契約について適用（保証の契約内容を変更しようとする場合は、当初の契約に

おいて当該保証を証する書面が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法により提出されたものに限る。）し、同日前に公告

その他の契約の申込みの誘引が開始されている契約については、なお従前の例

による。  
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神戸市水道告示第29号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第10条の規定により告示

する。

　　令和４年12月13日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

指定番号 名　称 所　在　地 代表者 指定年月日

42215
株式会社エネルギース

テーション
芦屋市打出町３番26－２号 米田　豊一

令和４年11月

30日

42216
水道レスキューセン

ター

大阪府大阪市都島区高倉町

１-11-19　樋口ハイツ301
笹木　直樹

令和４年11月

30日
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交 通 局

神戸市交通局契約規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和４年 11 月 29 日  

神戸市交通事業管理者  城  南  雅  一  

神戸市交通管理規程第 12 号  

神戸市交通局契約規程の一部を改正する規程  

 神戸市交通局契約規程（昭和 51 年８月５日交規程第 15 号）の一部を次のよう

に改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

目次  

第１章～第５章  ［略］  

第６章  補則（第 67条）  

附則  

目次  

第１章～第５章  ［略］  

 

附則  

（入札保証金の納付）  （入札保証金の納付）  

第６条  入札に参加しようとする者に

納付させる入札保証金の額は、入札

金額の 100分の５以上（予定価格を

公表して行う入札にあっては、予定

価 格 又 は 入 札 金 額 の 100分 の ５ 以

上）の額とする。ただし、単価によ

る入札の場合においては、その都度

第６条  入札に参加しようとする者に

納付させる入札保証金の額は、入札

金額の 100分の５以上の額とする。

ただし、単価による入札の場合にお

いては、その都度管理者が定める額

とする。  
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管理者が定める額とする。  

２、３  [略 ] ２、３  [略 ] 

（契約保証金の納付）  （契約保証金の納付）  

第 23条  [略 ]  第 23条  [略 ]  

２  [略 ] ２  [略 ] 

３  管理者は、前項の保証を契約保証

金に代わる担保として提供させると

きは、当該保証を証する書面を提出

させ、その提出を受けたときは、遅

滞なく、当該保証をした物品売却シ

ステムを管理する事業者、保証事業

会社又は銀行若しくは確実と認める

金融機関との間に保証契約を締結し

なければならない。ただし、前項第

２号の規定による場合は、契約の相

手方は、当該保証を証する書面の提

出に代えて、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術

を 利 用 す る 方 法 （ 以 下 「 電 磁 的 方

法」という。）であって、当該保証

事業会社が定め、管理者が認めた措

置を講ずることができる。この場合

において、契約の相手方は、当該保

証を証する書面を提出したものとみ

なす。  

３  管理者は、前項の保証を契約保証

金に代わる担保として提供させると

きは、当該保証を証する書面を提出

させ、その提出を受けたときは、遅

滞なく、当該保証をした物品売却シ

ステムを管理する事業者、保証事業

会社又は銀行若しくは確実と認める

金融機関との間に保証契約を締結し

なければならない。  

４  [略 ] ４  [略 ] 

（契約保証金の免除）  （契約保証金の免除）  

第 24条  管理者は、次の各号のいずれ 第 24条  管理者は、次の各号のいずれ



令和 4年 12月 13日 第3788号神 戸 市 公 報 2628

かに該当する場合は、契約保証金の

納付を免除することができる。  

かに該当する場合は、契約保証金の

納付を免除することができる。  

(1)～ (3) [略 ] (1)～ (3) [略 ] 

(4) 契約の相手方が、保険会社との

間に局を被保険者とする履行保証

保険契約を締結し、その証書を提

出したとき。ただし、契約の相手

方は、当該証書の提出に代えて、

電磁的方法であって、当該保険会

社が定め、管理者が認めた措置を

講ずることができる。この場合に

おいて、契約の相手方は、当該証

書を提出したものとみなす。  

(4) 契約の相手方が、保険会社との

間に局を被保険者とする履行保証

保険契約を締結し、その証書を提

出したとき。  

(5)、 (6) [略 ] (5)、 (6) [略 ] 

（売却物件の引渡し）  （売却物件の引渡し）  

第 48条  売 却 物 件 は 、 買 受 人 が 代 金

（契約により充当された契約保証金

を含む。次項において同じ。）を納

付した後でなければ、これを引き渡

してはならない。ただし、物品を売

却する場合において、契約で特に定

めたときは、この限りでない。  

第 48条  売却物件は、買受人が代金を

納付した後でなければ、これを引き

渡してはならない。ただし、物品を

売却する場合において、契約で特に

定めたときは、この限りでない。  

２  [略 ] ２  [略 ] 

３  契約保証金は、契約により代金に

充当されたときを除き、売却物件の

引渡し完了後、これを返還するもの

とする。  

３  契約保証金は、売却物件の引渡し

完 了 後 、 こ れ を 返 還 す る も の と す

る。  

４  [略 ] ４  [略 ]  
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第６章  補則   

（公告の方法）   

第 67条  地方自治法施行令（第２編第

５章第６節の規定に限る。）、特例

政令及びこの規程の規定による公示

又は公告は、インターネットを利用

する方法により行うことができる。  

２  前項の方法により公示又は公告を

したときは、その公示又は公告を市

事務所の掲示場に掲示したものとみ

なす。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この規程は、令和４年 12月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（経過措置）  

２  この規程による改正後の神戸市交通局契約規程第 23条第３項及び第 24条第４

号の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が開始される契

約について適用（保証の契約内容を変更しようとする場合は、当初の契約に

おいて当該保証を証する書面が電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）により提出さ

れたものに限る。）し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が開始さ

れている契約については、なお従前の例による。  
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交通局運輸事務職員選考規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和４年１１月３０日 

神戸市交通事業管理者 城南  雅一  

神戸市交通管理規程第１３号 

   交通局運輸事務職員選考規程の一部を改正する規程 

 (交通局運輸事務職員選考規程の一部改正） 

交通局運輸事務職員選考規程(昭和29年 11月 4日交規程第17号 )の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正後の欄に掲げる規定の下線の表示部分を加える。 

 改正後   改正前  

（選考の方法）  

第４条  選考は、必要に応じて実施す

る筆記考査のほか、経歴評定、勤務評

定及び面接について行う。  

（選考の方法）  

第４条  選考は、筆記考査、経歴評

定、勤務評定及び面接について行う。  

 

附  則  

 （施行期日） 

この規程は、令和４年12月１日から施行する。 
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神戸市交通管理規程第14号  

神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正

する規程をここに公布する。 

令和４年12月１日  

   神戸市交通事業管理者 城  南  雅  一  

神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改

正する規程 

神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程（昭和28年４月６

日交通管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下

線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

第８条の５第１項第２号の表を次のように改める。 

改正後  改正前  

（支給額及び支給方法） （支給額及び支給方法） 

第８条の５ ［略］  第８条の５ ［略］  

(1)  ［略］  (1)  ［略］  

(2)職員が現に受ける給料の月額が

その者の年齢に対応する次の表に

掲げる金額に達しないときは、その

達しない額に相当する額（その額が

17,000円を超えるときは、17,000

円）を前号に規定する額に加算して

支給することができる。この場合に

おいて、現に加算を受ける者が昇給

(2)職員が現に受ける給料の月額が

その者の年齢に対応する次の表に

掲げる金額に達しないときは、その

達しない額に相当する額（その額が

17,000円を超えるときは、17,000

円）を前号に規定する額に加算して

支給することができる。この場合に

おいて、現に加算を受ける者が昇給
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し、又は年齢が増加して支給額を改

定するときは、採用時及び昇給期の

７月１日から行うものとする。切替

時にも再決定し、給料月額には、給

料の調整額を含むものとする。 

し、又は年齢が増加して支給額を改

定するときは、採用時及び昇給期の

７月１日から行うものとする。切替

時にも再決定し、給料月額には、給

料の調整額を含むものとする。 

年齢  金額  年齢  金額  年齢  金額  

15歳以

上16歳

未満  

144,

400

円

22歳２

月以上

23歳未

満 

162,

900

円

28歳 10

月以上

29歳８

月未満 

189,

300

円

16歳以

上17歳

未満  

146,

600

円

23歳以

上23歳

10月未

満 

165,

500

円

29歳８

月以上

30歳６

月未満 

193,

100

円

17歳以

上18歳

未満  

148,

700

円

23歳 10

月以上

24歳８

月未満 

168,

700

円

30歳６

月以上

31歳４

月未満 

197,

000

円

18歳以

上18歳

10月未

満 

150,

900

円

24歳８

月以上

25歳６

月未満 

172,

100

円

31歳４

月以上

32歳２

月未満 

200,

900

円

18歳 10

月以上

19歳８

月未満 

153,

000

円

25歳６

月以上

26歳４

月未満 

175,

400

円

32歳２

月以上

33歳未

満 

204,

200

円

19歳８

月以上

20歳６

月未満 

155,

200

円

26歳４

月以上

27歳２

月未満 

179,

000

円

33歳以

上33歳

10月未

満 

206,

800

円

年齢  金額  年齢  金額  年齢  金額  

15歳以

上16歳

未満  

140,

400

円

22歳２

月以上

23歳未

満 

159,

100

円

28歳 10

月以上

29歳８

月未満 

186,

300

円

16歳以

上17歳

未満  

142,

600

円

23歳以

上23歳

10月未

満 

161,

900

円

29歳８

月以上

30歳６

月未満 

190,

100

円

17歳以

上18歳

未満  

144,

700

円

23歳 10

月以上

24歳８

月未満 

165,

300

円

30歳６

月以上

31歳４

月未満 

194,

000

円

18歳以

上18歳

10月未

満 

146,

900

円

24歳８

月以上

25歳６

月未満 

169,

000

円

31歳４

月以上

32歳２

月未満 

197,

900

円

18歳 10

月以上

19歳８

月未満 

149,

000

円

25歳６

月以上

26歳４

月未満 

172,

400

円

32歳２

月以上

33歳未

満 

201,

300

円

19歳８

月以上

20歳６

月未満 

151,

200

円

26歳４

月以上

27歳２

月未満 

176,

000

円

33歳以

上33歳

10月未

満 

204,

100

円
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20歳６

月以上

21歳４

月未満 

157,

900

円

27歳２

月以上

28歳未

満 

182,

400

円

33歳 10

月以上

34歳８

月未満 

209,

200

円

21歳４

月以上

22歳２

月未満 

160,

500

円

28歳以

上28歳

10月未

満 

186,

000

円

34歳８

月以上 

211,

800

円

 

20歳６

月以上

21歳４

月未満 

153,

900

円

27歳２

月以上

28歳未

満 

179,

400

円

33歳 10

月以上

34歳８

月未満 

206,

800

円

21歳４

月以上

22歳２

月未満 

156,

600

円

28歳以

上28歳

10月未

満 

183,

000

円

34歳８

月以上 

209,

400

円

 

(3)  ［略］  (3)  ［略］  

(4)  ［略］  (4)  ［略］  

(5)  ［略］  (5)  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

３  ［略］  ３  ［略］  

別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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附 則  

（施行期日等） 

第１条 この規程は、公布の日から施行する。 

２  この規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例施行規程（以下「改正後の給与規程」という。）の規定は、令和４年４月１

日から適用する。 

３  神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程第３条第１項で適用する

改正後の給与規程にかかわらず、令和４年11月 30日までの間は、なお従前の例

による。 

（給与の内払） 

４  改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前

の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づ

いて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

第２条 前条に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、管理者

が定める。 

 

 




